
介護福祉士等修学資金貸付制度

介護福祉士養成校（専門学校）に入学する学生（留学生）
に対し、修学資金の貸し付けを行います。
この制度では、介護福祉士等養成施設を卒業後、施設で介護
業務に５年間従事した場合に、全額返還が免除されます。

修学資金

月額5万円

入学準備金

20万円

就職準備金

20万円

国会試験受験
対策費用

4万円

※2年間の場合は120万円 ※初回振込時に送金 ※最終回振込時に送金 ※年に一度、送金

2年制専門学校の場合は最大168万円、3年制専門学校の場合は
最大232万円、無利子で貸付が可能です。
卒業後、5年間介護福祉士として従事すれば、返済は全額免除。

（留意事項）

・ 介護福祉士取得後、5年継続して介護業務ができない場合は、各都道府県社会福祉
協議会の規程にしたがって返済する必要があります。

・ 初回の入金時期は、通常7月以降です。
・ 資金の送金は、個人の口座に、3カ月または6か月に一度まとめて送金されます。
・ 貸付には、連帯保証人が必要です。
・ 詳細は、各都道府県社会福祉協議会のHPで確認してください。

【大阪府】 大阪福祉人材支援センター
（http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/Public/topic/16）

【兵庫県】 兵庫県福祉人材センター
（https://www.hyogo-wel.or.jp/work/）

※参考 厚生労働省
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kaigo_roudou/looking_job2.html）


